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令和 2 年 9 月 30 日に、山口県内３信用金庫（西中国信用金庫、萩山口信用金庫、

東山口信用金庫）、信金中央金庫および信金キャピタル株式会社は、「事業承継支援に関

する協定書」を締結のうえ、山口県内信用金庫共通の枠組みである「山口県しんきん事

業承継パートナーシップ」を発足させました。 

昨今、信用金庫お取引先経営者の高齢化や後継者不足を背景に、事業承継のニーズが

増大していることに加え、足元では、新型コロナウイルスの影響で廃業を決断する事業

者が増えていくことが予想されるなど、信用金庫においても当該ニーズへの対応は重要

なテーマとなっています。 

本パートナーシップを発足させることで、信金中央金庫、信金キャピタル株式会社が

有する専門的な機能を活用すると共に、山口県内３信用金庫が相互に連携を強化し、お

取引先の事業承継をサポートしてまいります。 

 

 

 

「山口県しんきん事業承継パートナーシップ」発足について 

～県内 3 信金が事業承継の支援態勢を強化します～ 

 

令和２年１０月５日 

  

 

（本件に関するお問い合わせ先） 

西中国信用金庫 地域サポート部  電話０８３-２２７-２２２８（担当：岡村） 


